
日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メールInformation
くらしの情報

令和4（2022）年■2月令和4（2022）年■2月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。

市
・
県
民
税
の
申
告

申
告
期
限

3
月
15
日
㈫
ま
で

受
付
時
間
（
各
会
場
の
受
付
日
は
日
程

表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

各
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

午
前
9
時
〜
正
午
、
午
後
1
時
30
分

〜
4
時

総
合
会
館
4
階
多
目
的
ホ
ー
ル

午
前
9
時
〜
午
後
3
時

※
申
告
期
間
中
は
、
課
税
課
窓
口
で
申
告

受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

市
・
県
民
税
申
告
書

令
和
3
年
度
市
・
県
民
税
の
申
告
を
さ

れ
た
人
に
、令
和
4
年
度
市
・
県
民
税
申
告

書
を
発
送
し
ま
し
た
。
添
付
書
類
を
添
え

て
3
月
15
日
㈫
ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
感
染
症
予
防
の
観
点
か
ら
、
で

き
る
限
り
郵
送
に
よ
る
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
同
封
の「
申
告
の
手
引
き
」に
印
刷

さ
れ
て
い
る
封
筒（
切
手
不
要
）を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

※
学
生
等
で
令
和
3
年
中
に
所
得
が
な

か
っ
た
人
は
申
告
書
裏
面
の「
17
所
得
が

な
か
っ
た
方
の
記
入
欄
」に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
告
が
必
要
な
人
で
届
か
な
い
場
合
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い（
申
告
関
係
の
書
類
は

課
税
課
や
受
付
会
場
と
な
る
各
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま
す
）。

市
・
県
民
税
申
告
が
必
要
な
人

令
和
4
年
1
月
1
日
現
在
、
市
内
に
住

ん
で
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
な
人
で
、

給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

以
外
の
所
得
が
あ
る
人

・
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
な
人
で
、

市
・
県
民
税
の
み
各
種
控
除
を
追
加
で

申
告
す
る
人

・
勤
務
先
か
ら
東
松
山
市
役
所
に
給
与
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
な
い
人（
不
明

な
人
は
勤
務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

注
意
事
項

所
得
税
の
確
定
申
告
も
受
け
付
け
ま
す

が
、
青
色
申
告
、
分
離
課
税
の
所
得
、
損

失
申
告
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除（
初
年
度
）な

ど
は
市
役
所
で
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
税

務
署
の
確
定
申
告
会
場（
市
民
文
化
セ
ン

タ
ー
）で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

休
日
の
市
・
県
民
税
申
告
受
付

2
月
27
日
㈰
に
限
り
、
総
合
会
館
4
階

多
目
的
ホ
ー
ル
で
市
・
県
民
税
申
告
を
受

け
付
け
ま
す
。

収
入
が
な
い
旨
の
申
告
が
必
要
な
人

令
和
3
年
1
月
1
日
か
ら
令
和
3
年
12

月
31
日
ま
で
に
収
入
が
な
い
人
、
収
入
が

非
課
税
所
得（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、

失
業
給
付
な
ど
）の
み
の
人
、
国
民
健
康

保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
て
収
入
が
な
い
人
で
、
ど
な
た
の

扶
養
に
も
入
っ
て
い
な
い
場
合
は
収
入
が

な
い
旨
の
申
告
が
必
要
で
す
。

税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

申
告
会
場
へ
の
来
場
を
検
討
し
て
い
る
人

へ
確
定
申
告
会
場
の
入
場
に
は
、
当
日
配

付
又
は
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
か
ら
事
前
に
取
得
し
た
入
場
整
理
券
が

必
要
で
す
。

所
得
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
期
限

3
月
15
日
㈫
ま
で

個
人
消
費
税
の
確
定
申
告
期
限

3
月
31
日
㈭
ま
で

確
定
申
告
会
場

市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

2
月
9
日
㈬
〜
3
月
15
日
㈫（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）午
前
9
時
〜
午
後

4
時

※
開
設
期
間
中
は
、
東
松
山
税
務
署
で
申

告
相
談
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

※
本
年
か
ら
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
に
作
成

済
申
告
書
の
提
出
コ
ー
ナ
ー
は
設
置
し
て

お
り
ま
せ
ん
。
持
参
さ
れ
る
人
は
、
東
松

山
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
2
月
8
日
以
前
は
、
東
松
山
税
務
署
で

還
付
の
申
告
相
談
を
受
け
付
け
ま
す（
贈

与
税
の
申
告
相
談
は
2
月
1
日
㈫
か
ら
）。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
お
持
ち
の
人
は
、

確
定
申
告
会
場
に
お
い
て
基
本
的
に
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
て
申
告
書
を
作

成
し
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

は
、
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
本
年
の
確
定
申
告
は
、
で
き
る
限
り
自

宅
か
ら
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に

よ
る
申
告（e-Tax

）を
お
願
い
し
ま
す
。

確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー

市
・
県
民
税
申
告
と
確
定
申
告

に
関
す
る
留
意
事
項

感
染
症
予
防
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

※
来
場
の
際
は
、で
き
る
限
り
少
人
数
で
、

マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、

筆
記
用
具
及
び
電
卓
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

※
入
場
の
際
に
検
温
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
咳せ

き

・
発
熱
等
の
症
状
の
あ
る
人
は
入

場
を
ご
遠
慮
い
た
だ
き
ま
す
。

年
金
受
給
者
の
確
定
申
告
不
要
制
度

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
が

4
0
0
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
確
定
申
告
又

は
市
・
県
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

（
確
定
申
告
が
必
要
な
場
合
）

・
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合

・
確
定
申
告
書
の
提
出
が
要
件
と
な
っ
て

い
る
控
除（
純
損
失
や
雑
損
失
の
繰
越

控
除
な
ど
）を
受
け
る
場
合

・
外
国
の
制
度
に
基
づ
き
国
外
に
お
い
て

支
払
わ
れ
る
年
金
等
で
、
源
泉
徴
収
の

対
象
と
な
ら
な
い
公
的
年
金
等
を
受
給

し
て
い
る
場
合

（
市
・
県
民
税
申
告
が
必
要
な
場
合
）

・
給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合

・
生
命
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど

を
市
・
県
民
税
に
お
い
て
受
け
る
場
合

※
確
定
申
告
を
行
っ
た
場
合
は
、
市
・
県

民
税
申
告
は
不
要
で
す
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
へ

申
告
の
際
に
領
収
書
の
添
付
又
は
提
示

が
不
要
と
な
り
ま
し
た
が
、
代
わ
り
に

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」の
添
付
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
明
細
書
を
作

成
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
明
細
書
の
代

わ
り
に
、
健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る

医
療
費
通
知
を
添
付
す
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
た
だ
し
、
申
告
前
ま
で
に
医
療
費
通

知
が
届
か
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合

は
、
領
収
書
を
も
と
に
明
細
書
を
作
成
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

医
師
等
が
発
行
し
た
証
明
書
も
添
付
又
は

提
示
し
て
く
だ
さ
い（
例
：
お
む
つ
使
用

証
明
書
等
）。

※
記
載
内
容
を
確
認
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
領
収
書
等
は
5
年
間
ご
自
身
で

保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
令
和
元
年
分
の
確
定
申
告
又
は
市
・
県

民
税
申
告
ま
で
は
、
従
来
ど
お
り
領
収
書

の
添
付
又
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

申
告
時
の
本
人
確
認

確
定
申
告
や
市
・
県
民
税
申
告
の
際

は
、
申
告
者
本
人
と
扶
養
親
族
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー（
個
人
番
号
）が
必
要
で
す
。ま
た
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
よ
り
本
人
確
認

を
行
う
た
め
、
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番
号

カ
ー
ド
）

②
通
知
カ
ー
ド
又
は
個
人
番
号
通
知
書
と

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
在
留
カ
ー
ド
、
障
害
者
手
帳

な
ど
）

※
扶
養
親
族
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
は

不
要
で
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告

課
税
課

☎
21‒

1
4
3
8

23‒

2
2
3
8

所
得
税
等
の
確
定
申
告

東
松
山
税
務
署

☎
22‒

0
9
9
0

（
自
動
音
声
案
内
）

令和4年度分　市・県民税申告日程表 ※指定日に来られない人は、ご都合の良い日にお越しください。

日程 対象地区（対象地区以外の人も受付できます） 会場午前9時～正午 午後1時30分～午後4時
2月8日（火）東平、沢口町 野田、殿山町 平野市民活動センター
9日（水）高坂、あずま町 早俣、正代、宮鼻、大黒部 高坂市民活動センター10日（木）毛塚、西本宿 元宿
14日（月）大谷 岡 大岡市民活動センター
15日（火）松風台 旗立台 高坂丘陵市民活動センター16日（水）田木、岩殿 桜山台、白山台

総合会館
（記入済申告書
の受領のみ）

17日（木）上唐子 石橋 唐子市民活動センター18日（金）下唐子、葛袋 神戸、新郷
21日（月）上野本、下青鳥 上押垂、下押垂、古凍 野本市民活動センター22日（火）今泉、柏崎 下野本

日程 対象地区（対象地区以外の人も受付できます） 会場午前9時～午後3時
24日（木）本町、神明町、箭弓町、材木町

総合会館4階多目的ホール

25日（金）
27日（日）対象地区なし（混雑が予想されます）
28日（月）松葉町、日吉町、加美町、美原町3月1日（火）
2日（水）松本町、松山、市ノ川、松山町3日（木）
4日（金）小松原町、砂田町、御茶山町、六反町、六軒町、山崎町7日（月）
8日（火）五領町、新宿町、美土里町、和泉町、幸町、若松町9日（水）
10日（木）

対象地区なし（混雑が予想されます）11日（金）
14日（月）
15日（火）

税
の
申
告
は
お
早
め
に

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

1213

税
務
職
員
を
装
っ
た「
振
り
込
め
詐
欺
」

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

https://page.line.me/994gqzfc?openQrModal=true
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl



